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平成２１年（行サ）第１７４号 

 上 告 人        脇 本 征 男         外７９名 

 被 上 告 人        国 

 

上告理由書 

 

２００９（平成２１）年１２月２２日 

 

最 高 裁 判 所            御中 

 

上告人ら代理人 弁護士 工 藤 勇 治         

同 弁護士 川 上 詩 朗         

同 弁護士 岩 崎 泰 一         

 

第１ はじめに 

１ 上告人らには「歯科技工業務を独占的に行うことができる利益について国か

ら不合理な差別を受けない権利（平等権）」（日本国憲法第１４条１項・同２

５条１項）が憲法上保障されている。上告人らは控訴審において，国の対応は

上告人らの上記権利の侵害である旨主張した。しかし，控訴審判決は，その点

について何も判断していない。これは，理由不備にあたる。 

２ また，控訴審判決は，上告人らの請求に対して，「具体的利益がない」とし

て，公法上の当事者訴訟に関しては請求を却下し，国賠請求に関しては請求を

棄却している。しかし，本件では国の対応により上告人らの上記平等権が侵害

されている。したがって，控訴審判決は，日本国憲法第１４条１項に違反乃至

は同条項の解釈を誤ったものである。 

  したがって，控訴審判決は破棄され，上告人の請求が認められるべきである。 
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  以下，順次論じる。 

 

第２ 歯科技工業務を独占的に行うことができる利益（日本国憲法第２５条１項

） 

１ はじめに 

  歯科技工士法第１７条１項は「歯科医師または歯科技工士でなければ，業

として歯科技工を行ってはならない。」と定める。この規定による歯科技工

士資格を有しない者（無資格者）による歯科技工が禁じられた結果，歯科技

工士には，歯科技工業務を独占することができる利益が認められた。この利

益に関しては，歯科技工士法第１７条１項の趣旨について日本国憲法第２５

条１項および同法第１４条１項を合わせ解釈することにより，歯科技工士に

は，歯科技工業務を独占的に行うことができる利益について「国内外で差別

されない権利」が憲法上保障されていると解するべきである。 

  以下では，まず歯科技工業務を独占的に行うことができる利益が日本国憲

法第２５条１項から導かれる国民の「適正かつ安全な歯科医療を受ける権利

」から導かれる利益であることを論じた後，項をあらためて，当該利益には

国内外で差別されない権利が含まれていることを論じる。  

   

 ２ 健康を享受する権利（健康権） 

(1) 社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）等 

  「健康」が基本的人権であることは，１９４８年の世界保健機構（以下「

ＷＨＯ」という。）憲章で謳われて以来，国際社会において繰り返し確認さ

れている。 

  すなわち，上記ＷＨＯ憲章前文は「すべての人が到達可能な最高水準の健

康を享受することは基本的人権の一つである。」と謳っている。また，同年

採択された世界人権宣言は，「すべての人は，衣食住，医療および必要な社
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会的施設等により，自己および家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持

する権利…を有する。」（世界人権宣言第２５条１項）と規定する。 

  また，１９７８年発効した経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規

約（社会権規約）第１２条１項は「この規約の締結国は，全ての者が到達可

能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有することを認める。

」と規定している。この条項は，世界で初めて「健康を享受する権利（健康

権）」を国際法的に効力ある公式文書で規定したものとされている（伊藤ち

ぢ代「国際機構の諸文書における『健康権』概念について」日本大学大学院

総合社会情報研究科紀要第７号４７６頁）。日本国は，１９７９年９月，上

記社会権規約を批准していることから，日本国が「健康権」を保持すべき責

任のあることは明らかである。 

  なお，国際社会においては，ＷＨＯのアルマ・アタ宣言（１９７８年），

第１回ヘルスプロモーション会議でのオタワ憲章（１９８６年），第２回同

会議でのアデレード勧告（１９８８年），第３回同会議でのサンドバール宣

言（１９９１年），第４回同会議でのジャカルタ宣言（１９９７年），第５

回同会議でのメキシコ宣言（２０００年）等で「健康」が基本的人権であり，

健康権保障の責任は国家にあることが繰り返し述べられている。 

(2) 日本国憲法第２５条１項および２項 

  日本国憲法第２５条は，「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する（１項）」「国は，すべての生活部面について，社会福

祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない（２項）

」と定める。これらの規定は，上記社会権規約等とあいまって，国民に対し

て「健康を享受する権利（健康権）」を保障したものである。 

   

３ 適正かつ安全な歯科医療を受ける権利 

  「健康とは，完全な肉体的，精神的および社会的に良好な状態であり，単
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に疾病又は病弱の存在しないことではない。」とされている（ＷＨＯ憲章前

文）。本件は歯科医療に関する問題であるが，適正かつ安全な歯科医療が保

障されてこそ，国民の健康が保たれる。したがって，国民には，「適正かつ

安全な歯科医療を受ける権利」が「健康を享受する権利（健康権）」から導

かれる具体的な権利として憲法上保障されている。 

 

４ 歯科技工業務を独占的に行うことができる利益 

(1) 歯科医師法第１条は，歯科医師は，歯科医療および保健指導を掌ることに

よって「公衆衛生の向上および増進に寄与」し，もって「国民の健康な生活

」の実現を目的としている。歯科医師法は，日本国憲法第２５条１項および

２項を受けて規定されたものである。したがって，歯科医師法を解釈するに

あたっては，日本国憲法第２５条１項および２項と関連させて一体のものと

して解釈すべきである。 

  そうだとすれば，ここに「国民の健康な生活」とは国民一般の健康という

公衆衛生にとどまらず，国民個々人に認められた憲法上の権利である「適正

かつ安全な歯科医療を受ける権利」を実現することも含まれていると解する

べきである。 

(2) 歯科技工士法第１条は，「歯科技工士の資格」を定めるとともに，「歯科

技工の業務が適正に運用」されるよう規律し，もって「歯科医療の普及およ

び向上に寄与する」ことを目的としている。 

  その趣旨は，歯科技工の業務は，高度な技術と知識を必要とする専門的な

ものであるにもかかわらず，従来から何らの規制も行われずに野放しの状態

であった。そのため，粗悪な補てつ物，充填物，矯正装置等が作られ，歯科

治療に多大の支障を与えていた。そこで，歯科技工士の資格を定めてその

資質の向上を図るとともに，歯科技工の業務が適正に運用されるように

規律し，歯科医師の業務を適正に補足させることにより，歯科医療の普
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及及び向上に寄与することにある（甲２号証）。   

(3) 歯科技工士制度の具体的内容は，次のとおりである。 

ア 歯科技工とは，「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物，充て

ん物又は矯正装置を作成し，修理し，又は加工すること」（ただし，歯科

医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く）をいう（法２条１

項）。前記のとおり，歯科技工は，高度に専門的な知識と技能を必要と

するものであることから，それを野放しにすると粗悪品が生じ，患者

の健康を害する危険性がある。そこで，法は，歯科技工士としての必要

な知識及び技能について試験を行い（法１１条），その試験に合格した者

に対して厚生労働大臣が免許を与え（法３条），その免許を有する歯科技

工士でなければ業として歯科技工を行ってはならないとし（法１７条１項

），それに違反した者に対しては刑罰を課すとした（法２８条１号）。こ

れにより，専門的知識と技能を有する歯科技工士に歯科技工の業務を独占

させ，無資格者による歯科技工を禁じることにより，「国民の適正かつ安

全な歯科治療を受ける権利」を保障しようとしたのである。 

  この法の趣旨に照らせば，無資格者による歯科技工の禁止は歯科技工士

制度の根幹をなす重要な法的要請であり，歯科技工が行われた場所が国内

か海外かで異なる取扱をすべきではない。   

イ また，補てつ物等を装着することを伴う歯科治療は，通常，歯科医師が

特定の患者の補てつ物等の作成を歯科技工士に指示をし，歯科技工士は歯

科医師の指示に従って補てつ物等を作成し，歯科医師はその作成された補

てつ物等を患者に装着させるというプロセスを経て行われる。従って，そ

もそも歯科医師の指示がなければ歯科技工を行うことができず，歯科

医師の指示は歯科技工にとって必要不可欠なものである。そこで法は，

歯科医師の指示が確実に行われ，歯科技工の業務が適正に運用されるため

に，指示書がなければ業として歯科技工を行ってはならず（法１８条本文。
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但し，病院又は診療所内の場所において，かつ，患者の治療を担当する歯

科医師の直接の指示に基づいて行う場合はこの限りでない。），その違反

者に対しては刑罰を課すこととした（法３２条２号）。また，歯科技工の

業務が必ず指示書に基づき行われることを確保するとともに，歯科技工

の業務が指示書の通り行われたかどうかを後日確認できるように，歯

科技工所等の管理者に指示書の保管義務を求め（法１９条），その違

反者に対しても刑罰を課すこととした（法３２条３号）。 

  この法の趣旨に照らせば，歯科医師から指示書が交付され，かつ，保存

されることは，歯科技工士制度の根幹をなす重要な法的要請であり，それ

について歯科技工が行われたのが国内か海外かで異なる取扱をするべきで

はない。 

ウ また，法は歯科技工所に関する規定を設けている。すなわち，歯科技工

所を開設した者は，管理者の氏名等を「歯科技工所の所在地の都道府県

知事」に届け出るものとし（法２１条１項），歯科技工所には管理者

を置かなければならず（法２２条），都道府県知事は，歯科技工所の

構造設備が不完全であり，当該歯科技工所で作成等した補てつ物等が

衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは，その開設者に

対して，相当の期間を定めて，その構造設備を改善すべき旨を命ずる

ことができるとし（法２４条），その命令に従わないときは，開設者

に対して歯科技工所の使用を禁ずることができ（法２５条），さらに

都道府県知事は，必要があると認めるときは，歯科技工所の開設者若

しくは管理者に対し，必要な報告を命じまたは当該吏員が立入検査す

ることができる（法２７条１項）など行政機関による一定の監督権を

認めている。これらの規定は，歯科技工の業務が適正に運用されるために

は，歯科技工士の身分（資格）と業務について規制するだけではなく，歯

科技工所という施設の面からも規制を行うことが不可欠であるとの理由か
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ら設けられたものである。とりわけ，歯科技工所の開設は，歯科技工所の

「所在地」の都道府県知事に届け出なければならないとされている（法２

１条）。すなわち，法は「所在地」の都道府県知事に対する届出により

開設された歯科技工所においてのみ歯科技工を行わせるということを予

定しているのであり，それ以外の場所での歯科技工を禁じていると解する

のが相当である。従って，歯科技工所は日本国内に設置されることを当然

に予定しているとともに，監督権限が及ばない海外に歯科技工所を設置す

ることを禁じていると解すべきである。 

(4) 歯科技工士法に関しても歯科医師法同様に，日本国憲法第２５条１項およ

び２項を受けて規定されたものである。したがって，歯科技工士法を解釈す

るにあたっては，日本国憲法第２５条１項および２項と関連させて一体のも

のとして解釈すべきである。 

  そうだとすれば，無資格者による歯科技工の禁止（歯科技工士法第１７条

１項）は，単に国民一般の健康増進という公衆衛生上の目的のみならず，個

々の国民が憲法上の権利として保障されている「適正かつ安全な歯科医療を

受ける権利」の実現のために設けられたものであると解すべきである。した

がって，無資格者による歯科技工が禁止された結果，歯科技工士に認められ

た歯科技工業務を独占的に行うことができる利益についても，個々の国民の

「適正かつ安全な歯科医療を受ける権利」から導かれた憲法上の規定に根拠

のある利益であると解すべきである。 

 

第３ 国内外で差別されない権利（日本国憲法第１４条１項） 

 １ はじめに 

(1) 日本国憲法第１４条１項は「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，

信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係に

おいて差別されない」と定める。この規定については，平等原則と平等権の
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二面性を持つと解されている（辻村みよ子「憲法第３版」１８３頁）。 

  そして，平等を原則として捉える場合には実体的権利を併せて主張するこ

とが前提となる（どのような権利・利益の平等が害されたのかを前提にした

うえでその差別的取扱の合理性を問題とする）のに対し，平等権のみを問題

とする場合にはこれと異なる結果が生じる点に注意が必要と指摘されている

（前掲書１８３頁）。両者の違いとして紹介されている例として，例えば，

男女別定年制などの性差別を女性の平等権侵害として立論する場合には，単

に「男性と差別されない権利」が害されたことが問題になるため，男女とも

３５歳定年制は１４条違反ではないが，実体的権利を問題にして労働権に関

する差別と捉える場合は，６０歳前後まで平等に働く権利など，権利内容の

吟味が必要となると指摘されている（前掲書１８３頁）。 

(2) 平等原則を問題とした場合，本件では実体的権利（利益）である「歯科技

工業務を独占的におこなうことができる利益」と併せて平等権侵害を論じる

必要がある。 

  それに対して，平等権のみを問題とした場合，歯科技工業務を独占的に行

うことができる利益については考慮することなく，端的に「国内外において

差別されない権利（平等権）」の侵害が問題になる。 

  なお，差別については，常に他との比較が問題となる。性別による差別で

は男性と女性，人種による差別では各人種間の比較が問題となるが，本件で

は国内と国外という地域間の比較が問題とされている。 

(3) 以下では，まず本件が歯科技工士に保障された平等権侵害であることを論

じ，その後平等原則違反でもあることを論じる。   

 

２ 国内外で差別されない権利の保障 

(1) 歯科技工士法が歯科技工士制度を設けた趣旨は，前記のとおり，歯科技工

を野放しにすると粗悪品が横行し国民の健康が害される虞があることから，
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歯科技工士資格を設け，同資格を有しない者（無資格者）による歯科技工を

禁じ（同法第１７条１項），指示書に寄らない歯科技工を禁じる（同法第１

８条）等により，国民の「適正かつ安全な歯科医療をうける権利」を確保し

ようとしたのである。 

  この趣旨に鑑みるならば，前記のとおり，無資格者による歯科技工の禁止

は歯科技工士制度の根幹をなす重要な法的要請であり，歯科技工が行われた

場所が国内か海外かで異なる取り扱いをすべきではない。 

(2) このように，無資格者による歯科技工の禁止について歯科技工が行われた

場所が国内か海外かで異なる取り扱いをすべきでないことは，歯科技工士法

第１７条１項の趣旨そのものからも導かれるものである。 

  このように，無資格者による歯科技工の禁止の趣旨にはもともと国内外を

問わず無資格者による歯科技工は禁じられるべきとの法的要請が含まれてい

るが，日本国憲法第１４条１項の平等権保障の趣旨も併せて解するならば，

無資格者による歯科技工が禁止された結果，歯科技工士に認められる歯科技

工業務独占の利益についても，国内外で差別されない利益（平等権）が含ま

れていると解することができるのであり，そうだとすれば，歯科技工士には

歯科技工士法第１７条１項および日本国憲法第１４条１項に基づき，歯科技

工業務を独占的に行うことができる利益について国内外で差別されない権利

が保障されていると解するべきである。 

 

３ 国内外で差別されていること 

  前記のとおり，国は，国内においては，無資格者による歯科技工を禁じてお

り，厳格にその運用を行っている。しかし，国外については，歯科技工の海外

委託においては無資格者による歯科技工が行われている蓋然性が高いにもかか

わらず，国は，無資格者が歯科技工を行うことを容認することを前提として，

平成１７年９月８日「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」と題
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する通達（平成１７年通達）を発するのみであとは放置をして何らの手だても

せず，もっぱら歯科医師への責任に委ねている。 

  このように，無資格者による歯科技工に関する国の対応には，国内では厳格

に禁じるのに対して国外では許容するという差別的取り扱いがなされている。

その結果，無資格者による歯科技工が禁止された結果，歯科技工士に認められ

たところの，歯科技工業務を独占して行うことができる利益の保障に関しても，

歯科技工が国内で行われる場合にはその利益が保障されているのに対して，国

外で行われる場合にはその利益への脅威が生じるとの違いが生じている。 

  この異なる取り扱いについて，合理的理由がなければ，それは不合理な差別

にあたる。そこで，次に合理性の有無について検討する。   

 

４ 合理性が認められないこと 

(1) 歯科技工士法は，前記のとおり，無資格者による歯科技工を禁じることで

粗悪品が流通するのを防ぎ，国民の健康を確保しようとしたのである。その

趣旨は，国内外を問わず貫かれるべきである。したがって，原則として無資

格者により歯科技工が行われている歯科技工の海外委託の場合，合理性が認

められない。 

(2) 他方，歯科技工士法は国外には適用されない。確かに，海外での歯科技工

に同法を適用し，無資格者による歯科技工そのものを直接禁じることはでき

ない。しかし，歯科技工が行われる場合には，①歯科医師の指示，②指示を

受けた者による技工行為，③歯科技工物の歯科医師への交付，④歯科医師に

よる歯科技工物の患者への装着というプロセスを必ず経る。このうち，歯科

技工の海外委託の場合には，①③④はいずれも国内で行われる。したがって，

前記歯科技工士制度の趣旨に鑑みるならば，歯科医師は無資格者に対して歯

科技工を指示しないこと，無資格者により作成された歯科技工物を輸入を禁

じること，無資格者により作成された歯科技工物を患者に装着しないことを，
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国内において歯科医師等に指導することは可能である。したがって，歯科技

工士法は海外に適用されないことは，上記差別的取り扱いを合理化する理由

にはなり得ない。 

(3) また，国はこの差別的取り扱いを合理化する根拠として「当該行政庁の合

理的裁量」を持ち出す（控訴審答弁書５頁）。しかし，行政庁の裁量が一般

的には認められるとしても，裁量は絶対的無制限に認められるわけではない。

行政庁の裁量といえども法律の範囲内で認められているものであるところ，

歯科技工士法は前記のとおり無資格者による歯科技工を禁じているのである

から，無資格者による歯科技工が行われている海外での歯科技工を認めるこ

とは，授権された法（歯科技工士法）の範囲を逸脱するものといえる。した

がって，「合理的裁量」があるからというだけでは，無資格者による歯科技

工について，国内と海外とで異なる取り扱いをすることを合理化する根拠に

はなり得ない。 

 

５ 平等権違反 

  その他無資格者による歯科技工について，国内外で差別的取り扱いをする

ことを合理化する理由は見あたらない。したがって，無資格者による歯科技

工について，国内外で異なる取り扱いをすることは，「国内外で差別されな

い権利（平等権）」を侵害するものとして憲法違反である。 

 

６ 平等原則違反 

(1) 本件では平等原則違反も認められる。 

  すなわち，上告人らには，「歯科技工業務を独占的に行うことができる利

益について国による不合理な差別を受けない権利」が保障されている。ここ

で「歯科技工業務を独占的に行うことのできる利益」は，前記のとおり，日

本国憲法第２５条１項に基づく国民の「適正かつ安全な歯科治療を受ける権
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利」（健康権）から導かれる憲法上の利益である。したがって，上記利益は

極めて重要な利益であり，その利益を保障するにあたっては国内外で差別的

取り扱いがなされてはならない。 

(2) ところが，国は，国内では無資格者による歯科技工が厳格に禁止されてい

るのに対して，国外での無資格者による歯科技工は容認している。しかも，

前記のとおり，その異なる扱いを合理化する理由もない。したがって，かか

る国の対応は，上告人に認められた「歯科技工業務を独占的に行うことので

きる利益について不合理な差別を受けない権利」を侵害するものであり，平

等原則に違反する。 

   

第４ 理由不備 

１ 控訴審での主張 

  前記のとおり，歯科技工の海外委託に対する国の対応は，上告人に保障され

た「歯科技工業務を独占的に行うことができる利益について不合理な差別を受

けない権利（平等権）」（日本国憲法第１４条１項）を侵害するものである。

したがって，そのような平等権ないしは平等原則を内実とする歯科技工士の業

務独占の地位の保全を侵害することであるから，その地位の保全の確認を求め

るとともに，国賠法に基づく損害賠償請求を求めた（控訴人準備書面(1)）。 

 

２ 控訴審判決の内容 

  しかしながら，控訴審判決は，上告人らの上記平等権および平等原則違反を

理由とする主張について全く判断をせずに上告人らの請求を退けた。これは理

由不備にあたる。 

 

第５ 憲法違反乃至は憲法解釈の誤り 

   前記のとおり，本件は平等権および平等原則違反が問題となる。ところが，
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控訴審判決はいずれも，平等権および平等原則違反であると認めることなく，

上告人らの請求を退けた。したがって，控訴審判決には，憲法違反乃至は憲法

解釈の誤りがある。 

 

第６ まとめ 

   以上から，控訴審判決には，理由不備，日本国憲法第１４条１項違反乃至は

同条項の解釈の誤りが認められる。 

   したがって，控訴審判決は破棄され，上告人らの請求が認められるべきであ

る。 
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平成２１年（行ノ）第１９２号 

 申 立 人        脇 本 征 男         外７９名 

 相 手 方        国 

 

上告受理申立理由書 

 

２００９（平成２１）年１２月２２日 

 

最 高 裁 判 所            御中 

 

申立人ら代理人 弁護士 工 藤 勇 治         

同 弁護士 川 上 詩 朗         

同 弁護士 岩 崎 泰 一         

 

第１ はじめに（本主張の骨子） 

１ 歯科技工士法第１７条１項は「歯科医師または歯科技工士でなければ，業と

して歯科技工を行ってはならない。」と規定する。この規定の結果，歯科技工

士は歯科技工業務を独占できる利益を得るが，本件では，当該利益が「一般的

公益」なのか「具体的な法律上の利益」なのかが争点となっている。 

２ これに対して，上告人らは上記利益は上告人に認められた「具体的な法律上

の利益」であると主張している。 

  歯科技工士法第１７条の趣旨については日本国憲法第２５条１項および２項，

同第１４条１項と関連づけて一体として理解をすべきであり，そうだとすれば

無資格者による歯科技工の禁止の取り扱いは国内外を問わず平等に扱われるべ

きであり，それゆえ無資格者による歯科技工を禁止した結果認められるところ

の歯科技工士による歯科技工業務独占の利益についても国内外を問わず平等に
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取り扱われるべきことになる。この平等取り扱いの権利は，歯科技工士法第１

７条１項の趣旨と相伴って日本国憲法第１４条１項に基づき個々の歯科技工士

に認められるものであるから，歯科技工業務を独占的に行うことの利益につい

て国内外で差別されない権利は，具体的な法律上の利益といえる。 

３ このように，本件は，「法令（歯科技工士法第１７条１項）の解釈に関する

」事項であること，その解釈にあたっては歯科技工士法第１７条の趣旨につい

て日本国憲法第２５条１項２項および同法第１４条１項と関連付けて一体とし

て解釈すべきであるというものであり，その解釈が認められるか否かで結論が

異なること，これまで歯科技工士法第１７条１項の解釈に関する判例がないこ

とからすれば，法令の解釈に関する「重要な事項」を含むものと認められる事

件である。 

  したがって，本件は上告受理申立事由に該当することから，上告受理申立は

認められたうえで，上告人らの主張が容認されるべきである。 

  以下，論じる。 

 

第２ 歯科技工業務を独占的に行うことができる利益 

１ 歯科医師法第１条は，「歯科医師は，歯科医療及び保健指導を掌ることに

よつて，公衆衛生の向上及び増進に寄与し，もつて国民の健康な生活を確保す

るものとする。」と定める。すなわち，歯科医療は「国民の健康な生活」の確

保を目的とする。また，歯科技工士法第１条は，「この法律は，歯科技工士の

資格を定めるとともに，歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し，も

つて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」と定める。すな

わち，「国民の健康な生活の確保」を目的とする「歯科医療」の普及および向

上に寄与するために，歯科技工士法は，「歯科技工士の資格」を定め，歯科技

工士の資格を有しない者（無資格者）による歯科技工を禁止する（法第１７条

１項）等の歯科技工士制度を設けたのである。 
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２ その制度の具体的内容は次のとおりである。 

(1) 歯科技工とは，「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物，充てん

物又は矯正装置を作成し，修理し，又は加工すること」（ただし，歯科医師

がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く）をいう（法２条１項）。

歯科技工は，高度に専門的な知識と技能を必要とするものであることか

ら，それを野放しにすると粗悪品が生じ，患者の健康を害する危険性が

ある。そこで，法は，歯科技工士としての必要な知識及び技能について試験

を行い（法１１条），その試験に合格した者に対して厚生労働大臣が免許を

与え（法３条），その免許を有する歯科技工士でなければ業として歯科技工

を行ってはならないとし（法１７条１項），それに違反した者に対しては刑

罰を課すとした（法２８条１号）。これにより，専門的知識と技能を有する

歯科技工士に歯科技工の業務を独占させ，無資格者による歯科技工を禁じる

ことにより，国民の健康を保障しようとしたのである。   

(2) また，補てつ物等を装着することを伴う歯科治療は，通常，歯科医師が特

定の患者の補てつ物等の作成を歯科技工士に指示をし，歯科技工士は歯科医

師の指示に従って補てつ物等を作成し，歯科医師はその作成された補てつ物

等を患者に装着させるというプロセスを経て行われる。従って，そもそも歯

科医師の指示がなければ歯科技工を行うことができず，歯科医師の指示

は歯科技工にとって必要不可欠なものである。そこで法は，歯科医師の指

示が確実に行われ，歯科技工の業務が適正に運用されるために，指示書がな

ければ業として歯科技工を行ってはならず（法１８条本文。但し，病院又は

診療所内の場所において，かつ，患者の治療を担当する歯科医師の直接の指

示に基づいて行う場合はこの限りでない。），その違反者に対しては刑罰を

課すこととした（法３２条２号）。また，歯科技工の業務が必ず指示書に基

づき行われることを確保するとともに，歯科技工の業務が指示書の通り行

われたかどうかを後日確認できるように，歯科技工所等の管理者に指示
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書の保管義務を求め（法１９条），その違反者に対しても刑罰を課すこ

ととした（法３２条３号）。   

(3) また，法は歯科技工所に関する規定を設けている。すなわち，歯科技工所

を開設した者は，管理者の氏名等を「歯科技工所の所在地の都道府県知事

」に届け出るものとし（法２１条１項），歯科技工所には管理者を置か

なければならず（法２２条），都道府県知事は，歯科技工所の構造設備

が不完全であり，当該歯科技工所で作成等した補てつ物等が衛生上有害

なものとなるおそれがあると認めるときは，その開設者に対して，相当

の期間を定めて，その構造設備を改善すべき旨を命ずることができると

し（法２４条），その命令に従わないときは，開設者に対して歯科技工

所の使用を禁ずることができ（法２５条），さらに都道府県知事は，必

要があると認めるときは，歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し，

必要な報告を命じまたは当該吏員が立入検査することができる（法２７

条１項）など行政機関による一定の監督権を認めている。これらの規定は，

歯科技工の業務が適正に運用されるためには，歯科技工士の身分（資格）と

業務について規制するだけではなく，歯科技工所という施設の面からも規制

を行うことが不可欠であるとの理由から設けられたものである。とりわけ，

歯科技工所の開設は，歯科技工所の「所在地」の都道府県知事に届け出なけ

ればならないとされている（法２１条）。すなわち，法は「所在地」の都道

府県知事に対する届出により開設された歯科技工所においてのみ歯科技工

を行わせるということを予定しているのであり，それ以外の場所での歯科技

工を禁じていると解するのが相当である。従って，歯科技工所は日本国内に

設置されることを当然に予定しているとともに，監督権限が及ばない海外に

歯科技工所を設置することを禁じていると解すべきである。 

 

第３ 適正かつ安全な歯科医療を受ける権利（日本国憲法第２５条１項・２項） 
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１ 社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）等 

  「健康」が基本的人権であることは，１９４８年の世界保健機構（以下「Ｗ

ＨＯ」という。）憲章で謳われて以来，国際社会において繰り返し確認されて

いる。 

  すなわち，上記ＷＨＯ憲章前文は「すべての人が到達可能な最高水準の健康

を享受することは基本的人権の一つである。」と謳っている。また，同年採択

された世界人権宣言は，「すべての人は，衣食住，医療および必要な社会的施

設等により，自己および家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利

…を有する。」（世界人権宣言第２５条１項）と規定する。 

  また，１９７８年発効した経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約

（社会権規約）第１２条１項は「この規約の締結国は，全ての者が到達可能な

最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有することを認める。」と

規定している。この条項は，世界で初めて「健康を享受する権利（健康権）」

を国際法的に効力ある公式文書で規定したものである（伊藤ちぢ代「国際機構

の諸文書における『健康権』概念について」日本大学大学院総合社会情報研究

科紀要第７号４７６頁）。 

  日本国は，１９７９年９月，上記社会権規約を批准している。したがって，

国は「健康を享受する権利（健康権）」を国民に保障すべき責任を負っている

ことは明らかである。 

  なお，国際社会においては，ＷＨＯのアルマ・アタ宣言（１９７８年），第

１回ヘルスプロモーション会議でのオタワ憲章（１９８６年），第２回同会議

でのアデレード勧告（１９８８年），第３回同会議でのサンドバール宣言（１

９９１年），第４回同会議でのジャカルタ宣言（１９９７年），第５回同会議

でのメキシコ宣言（２０００年）等で「健康」が基本的人権であり，健康権保

障の責任は国家にあることが繰り返し述べられている。 

２ 日本国憲法第２５条１項・２項 
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  日本国憲法第２５条は，「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する（１項）」「国は，すべての生活部面について，社会福祉，

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない（２項）」と定

める。これらの規定は，上記社会権規約等とあいまって，国民に対して「健康

を享受する権利（健康権）」を保障したものである。 

３ 適正かつ安全な歯科医療を受ける権利 

  本件は歯科医療に関する問題であるが，適正かつ安全な歯科医療が保障され

てこそ，国民の健康が保たれる。したがって，国民には，「適正かつ安全な歯

科医療を受ける権利」が「健康を享受する権利（健康権）」から導かれる具体

的な権利として憲法上保障されている。 

４ 歯科技工士制度の目的の憲法論的構成 

  前記第２項で述べた歯科技工士制度の目的については，憲法上の権利である

「適正かつ安全な歯科医療を受ける権利」と関連づけて一体的に解釈されるべ

きである。 

  すなわち，前記のとおり，歯科技工は，高度に専門的な知識と技能を必要

とするものである。したがって，それを野放しにすると粗悪品が生じ，患

者の健康を害する危険性がある。そこで，法は，歯科技工士としての必要な

知識及び技能について試験を行い（法１１条），その試験に合格した者に対し

て厚生労働大臣が免許を与え（法３条），その免許を有する歯科技工士でなけ

れば業として歯科技工を行ってはならないとし（法１７条１項），それに違反

した者に対しては刑罰を課すとした（法２８条１号）。これにより，専門的知

識と技能を有する歯科技工士に歯科技工の業務を独占させ，無資格者による歯

科技工を禁じることにより，国民の「適正かつ安全な歯科医療を受ける権利」

を保障しようとしたのである。 

  したがって，歯科技工士に保障された歯科技工業務を独占的に行うことがで

きる利益は，国民の憲法上の権利である「適正かつ安全な歯科治療を受ける権
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利」を根拠にそこから導かれた利益である。 

 

第４ 平等権としての利益であること（日本国憲法第１４条１項） 

   前記のとおり，歯科技工業務を独占的に行うことができる利益が認められ

たのは，無資格者により歯科技工による歯科技工物の粗悪品が横行し，国民に

憲法上保障された「適正かつ安全な歯科医療を受ける権利」が侵害されるのを

防ぐためである。その趣旨に鑑みるならば，無資格者による歯科技工の禁止は，

歯科技工士制度の根幹をなす重要な法的要請であり，歯科技工が行われた場所

が国内か海外かで異なる取扱をすべきではない。 

   したがって，無資格者による歯科技工が禁止される結果歯科技工士に認めら

れた歯科技工業務を独占的に行うことができる利益についても，歯科技工が行

われた場所が国内か海外かを問わず等しく歯科技工士に保障されるべきである。 

   このように，無資格者による歯科技工の禁止の趣旨に照らすと，もともと国

内外を問わず無資格者による歯科技工は禁じられるべきとの法的要請が含まれ

ているが，日本国憲法第１４条１項の平等権保障の趣旨も併せて解するならば，

無資格者による歯科技工が禁止される結果歯科技工士に認められる歯科技工業

務独占の利益についても，国内外で差別されない利益（平等権）が含まれてい

ると解することができるのであり，そうだとすれば，歯科技工士には歯科技工

士法第１７条１項および日本国憲法第１４条１項に基づき，歯科技工業務を独

占的に行うことができる利益について国内外で差別されない権利が保障されて

いると解するべきである。 

   

第５ 歯科技工士資格取得には多くの年月と費用が費やされていること 

   上記理由に加え，国民の適正かつ安全な歯科治療が現実に実現されるため

には，単に歯科技工業務の独占的地位が制度として存在するだけでは不十分で

ある。歯科技工士は，一定期間歯科技工士の養成学校に通い，歯科医療や公衆
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衛生に関する知識や技能を習得し，最終的に歯科技工士試験を受け，合格した

者に対して厚生労働大臣から免許を与えられることにより初めてその資格を取

得することになる。したがって，歯科技工士がその資格を取得するまでには，

一定の年月と費用が費やされているのであるから，個々の歯科技工士にとって

歯科技工業務の独占的地位が保全されることは極めて現実的かつ具体的な利益

である。 

   しかも，歯科技工士の業務独占の地位が単に制度としてのみならず具体的に

個々の歯科技工士の保全されることによってこそ，はじめて個々の歯科技工士

は歯科技工業務に専念することができ，ひいては，国民の適正かつ安全な歯科

医療を受ける権利を実現するとの要請に応えることができるのである。 

  とするならば，歯科技工士に認められている歯科技工業務を独占的に行うこ

とができる利益は，個々の歯科技工士に具体的に保障されたものであると解す

べきである。 

 

第６ まとめ 

 １ 以上の理由から，上告人らには歯科技工業務を独占的に行うことができる利

益が保障されている。そしてその利益は，国民の憲法上の権利である「適正か

つ安全な歯科医療を受ける権利」（日本国憲法第２５条１項）から導かれたも

のであり，かつ，国内外で差別的取り扱いをされない権利（平等権・同法第１

４条１項）が含まれている。さらには，歯科技工士資格取得には多くの年月と

費用が費やされていることも考慮すると，歯科技工業務を独占的に行うことが

できる利益は，単なる一般的公益ではなく，歯科技工士である上告人ら個々に

認められた「具体的な法律上の利益」である（平等権が「具体的な法律上の利

益」であることは明白である）。 

   したがって，上告人らに「具体的な法律上の利益」が認められないとした控

訴審判決は破棄され，行政事件訴訟法上の「法律上の争訟」「確認の利益」が，
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国賠法上の「違法性」が認められるべきである。 

 ２ 歯科技工の海外委託に関しては，無資格者による歯科技工や指示書に寄らな

い歯科技工が行われている実態があるにもかかわらず，国は，歯科技工の海外

委託を許容することを前提とした平成１７年９月８日「国外で作成された補て

つ物等の取り扱いについて」と題する通達を発するのみであとは放置をして何

らの手だてもせず，もっぱら歯科医師への責任に委ねている。国は，国内にお

いては無資格者による歯科技工を厳格に禁じ，その運用を厳格に行っているの

に対して，国外については平成１７年通達を発するのみで何らの手だてもとっ

ていない。 

   そのため，平成１７年通達が発せられた後に，歯科技工の海外委託を斡旋す

る業者は，いわゆる国からお墨付きを得たとして海外委託業務を伸張させてい

る。その結果，公的に安全性が全く確認されないまま，海外で作成された歯科

技工物が安価な値段で国内に流通することになっている。その結果，個々の歯

科技工士が歯科技工業務を続けることが困難な状況が生まれている。これは，

個々の歯科技工士の業務独占の利益への具体的な脅威であるとともに，歯科技

工の業務独占等により国民の適切かつ安全な歯科治療を受ける権利を保障しよ

うとした歯科技工士制度そのものの崩壊の危機を生み出している。さらには，

無資格者により作成され，何ら安全性が担保されていない歯科技工物が日本国

内に輸入され患者の口腔内に装着されている事態を放置していることから，国

民の適正かつ安全な歯科治療を受ける権利（日本国憲法第２５条１項）への脅

威となっている。アメリカでは中国から輸入した歯科技工物から鉛が検出され

問題となったことが日本で報道されるなど，歯科技工の海外委託の問題性が日

本国内で広がるなかで，全国の地方自治体から国に対して歯科技工海外委託問

題に対する対応を求める意見書が数多く提出されているなど，国民の適正かつ

安全な歯科医療の実現のために，国に積極的な対応を求める声が高まっている。 

 ３ 本件は世間から注目されている裁判である。御裁判所が公正な判断を行うよ
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う強く要望するものである。 

 



平成２１年１２月２４日

訴訟支援者各位

「上告理由書・上告受理申立理由書」提出に際し

歯科医療を守る国民運動推進本部
代 表 脇 本 征 男

師走、はや冬至も過ぎ、冬将軍が本格的大軍を整えて攻め寄せて来ようとの予感のする昨今、

皆様方には益々ご健勝にてお過ごしの事とお喜び申し上げます。

日頃は、歯科技工の海外委託問題訴訟に対し、温かいご支援とご協力をお寄せ戴き身に余る光栄

と、満腔の敬意と感謝を申し上げます。

ご承知の通り、１０月１４日の控訴審判決を受け慎重審議の結果、司法の裁定とは申せ何ら訴

えの本質に触れられていない事と、控訴審での判断の不備を追求し最後まで戦い抜く事を衆議一

決し、１０月２７日、最高裁判所へ「上告」し、１２月２２日、「上告理由書、並びに上告受理

申立理由書」を提出し上告手続きを完了し、正式受理されました。

最高裁では、主に憲法論議となります。書面審査が主軸で結審まで３～４ヶ月かかる見込みで

す。憲法２５条における法律の組成からくる国の責任、又、憲法１４条における「法の下の平等」

論議であります。さらに、ＷＨＯ（世界保健機構）の決議にも見られる「世界人権宣言」にまで

その根拠を広げ、国の責任の重大性を確認しながら追求して参りたいと考えております。

初めての経験です。これ程根が深く、これ程いち人間として、法律に関与し作用されているこ

とを改めて再認識致しました。

「一寸の虫にも五分の魂」ということわざがあります。まして人間は虫けらでは無いのです。同

じ人間同士が相手の人権を無視し、強者が弱者を見下すということから、差別が生まれ争いが始

まるのではないかと考えます。

不調に終わりましたが、高裁での三ヶ月に亘る「進行協議」の中で、裁判長は私たちの主張を

認め、「歯科技工の海外委託には問題がある」と断言されたのです。司法としての枠内で判断で

きない限界があったのかも知れませんが、それにしても結審の時、その裁判長と違う裁判長に変

更されていた事も含め、一体あのことは何だったのか未だに解せません。

各県技の会長方全員にお電話でお願いした時、まず第一声、冒頭に私たちに対する労いの言葉

が戴けたということを、訴訟精神の原点に生かす覚悟で一層の励みと致します。

個人、団体を問わず、たくさんの方々から温かいお言葉、ご支援を頂戴致し幸甚に存じます。歯

科技工士の一分にかけても最後まで戦う決意も皆さん方に支えられての前進行動でございます。

より一層のご支援とご協力の程を伏してお願い申し上げます。

結びに、ご家族おそろいで佳き新年をお迎えになりますよう心から祈ります。 以上


